
（登録換え用） 

 

入会（登録換え）手続き案内 

 

第一東京弁護士会 

会員課(03-3595-8580) 

 

１．入会申込から登録換えまでの順序について 

（１）入会申込から１週間以上経過した後の常議員会で審査します。 

（２）常議員会での承認及び日弁連への進達後１週間が経過した後の日弁連主査理事会 

で審査します。 

（３）日弁連で承認になりますと、同日付以降で当会の会員となります。 

 

２．入会申込（登録換え請求）関係提出書類について 

（１）入会申込書・・・１通 紹介者（当会会員)の署名・捺印が必要です。 

・事務所、住所欄は、新事務所・新住所（ 転居先未定の場合は現住所） を記載

ください。自宅の電話番号は固定電話のみ登録可能です。 

 

（２）弁護士名簿登録換え請求書・・・現所属会で発行 

 

（３）弁護士名簿登録換え届書 （認証済みのもの）・・・現所属会で発行 

 

（４）履歴書・・・１通 

必要記載事項は次のとおりです。 

・学歴（大学学部及び大学院）卒業年月日 

・司法試験第二次試験（又は司法試験）合格年月日 

・修習終了年月日（修習期）（法第４条の場合） 

・法務大臣認定日（法第５条の２の場合） 

・職歴（特に最終職歴）その年月日 

・現在及び過去に在籍したすべての所属弁護士会名、その入会・退会年月日 

・賞罰の有無･･･該当事項がない場合は、必ず「なし」と記載してください。 

確定した有罪判決に限らず、不起訴処分となった事件や、少年法による保護処分、 

公務員や司法修習生、過去の所属会における懲戒処分、訓告や注意処分の内容及び 

罰条（罪名）を 日付とともに記入してください。 

 

次頁へ 



（５）誓約書・・・３枚複写（各頁に押印） 

 

（６）携帯電話番号・メールアドレス届出書・・・１通 

 

（７）第一東京弁護士会入会に関する質問事項書・・・１通 

 

（８）第一東京弁護士会が取得する個人情報について・・・１通 

 

（９）営利業務従事届出書（弁護士法第３０条）※対象の方のみ・・・３枚複写 

・自ら営利を目的とする業務を営もうとするときや、営利を目的とする業務を営む者

の取締役等又は使用人になろうとするときには届出が必要になります。 

・現所属会で届出をされていても、当会にて新規届出をお願いいたします。 

 

（１０）戸籍謄本、戸籍抄本又は氏名・本籍及び生年月日の記載を証明する戸籍事項証

明書のうちいずれか（３か月以内に交付のもの）・・・原本１通 

 

（１１）身分証明書（３か月以内に交付のもの）・・・原本１通 

・法第７条第４号に該当しない(破産者及び禁治産者でない)ことの証明書です。 

・(１０）と同時に本籍地役場よりお取り寄せ下さい。 

 

（１２）写 真 ２葉 

・縦４㎝×横３㎝、３か月以内に撮影されたもの、裏に氏名をご記入願います。 

 

３．入会申込に必要な費用について 

入会申込書をご提出の際にお納め下さい。 

（１）入会金・・・・・・・・・30,000 円 

（２）日弁連登録換え手数料・・ 5,000 円 

（３）営利業務従事届出・・・・ 6,000 円(１件につき)※対象の方のみ 

（※第 1 項要件（自営業等）の場合は 5,500 円） 

 

※お振込みの場合、下記口座へお願いいたします。 

三菱 UFJ 銀行 京橋支店 普通 0887851 第一東京弁護士会（ﾀﾞｲｲﾁﾄｳｷｮｳﾍﾞﾝｺﾞｼｶｲ） 

 

○ 現所属会で会費免除対象となっている場合は、事前に当会経理課へお知らせ 

ください。（ 経理課： 03-3595-8581） 


